
 

「京信ファームバンキング」をご利用のお客様へ 

２０１９年９月４日 
 

「京信ファームバンキング」消費税率引上げに伴う手数料の改定におけるご留意事項について 
 

平素は京都信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

「京信ファームバンキング」では、２０１９年１０月１日から手数料に１０％の消費税を下記の通り適用いたします。 

また、この手数料改定に伴い、京信ファームバンキングで「ＡＮＳＥＲサービス 及び データ伝送サービス（総合振

込）にて振込手数料を先方（受取人）負担として振込処理されているお客様」に、ご留意いただきたい点がございます

ので、あわせてお知らせいたします。 
 

記 

１．消費税１０％適用時期 

（１）ＡＮＳＥＲサービス 

２０１９年１０月１日以降に振込操作を行い受付された分から、消費税１０％を適用させていただきます。 
 

改定後  改定前 

 
当金庫 

同一店あて 

当金庫 

本支店あて 
他行あて 

 
 

当金庫 

同一店あて 

当金庫 

本支店あて 
他行あて 

３万円未満 無料 無料 ４４０円 ３万円未満 無料 無料 ４３２円 

３万円以上 無料 無料 ６６０円 ３万円以上 無料 無料 ６４８円 

 

（２）データ伝送サービス（総合振込） 

２０１９年１０月１日以降を振込指定日とされた分から、消費税１０％を適用させていただきます。 
 

改定後  改定前 

 
当金庫 

同一店あて 

当金庫 

本支店あて 
他行あて 

 
 

当金庫 

同一店あて 

当金庫 

本支店あて 
他行あて 

３万円未満 無料 １１０円 ４４０円 ３万円未満 無料 １０８円 ４３２円 

３万円以上 無料 ２２０円 ６６０円 ３万円以上 無料 ２１６円 ６４８円 

 

（３）データ伝送サービス（給与振込） 

２０１９年１０月１日以降を振込指定日とされた分から、消費税１０％を適用させていただきます。 
 

改定後  改定前 

 
当金庫 

同一店あて 

当金庫 

本支店あて 
他行あて 

 
 

当金庫 

同一店あて 

当金庫 

本支店あて 
他行あて 

振込手数料 無料 無料 １１０円 振込手数料 無料 無料 １０８円 

 

２．ご留意事項 

振込手数料を先方負担として振込処理される場合には、支払金額から差し引く振込手数料が上記時期から改定

後の振込手数料に変更となります。 

先方が負担する振込手数料の設定内容によっては、お客様ご自身で変更操作を行っていただく必要がございま

すのでご注意ください。 

 

３．お問い合わせ先 

【京信ＦＢ（ファームバンキング）サポートセンター】 

電話番号：０７５－２５２－８１３３ 

受付時間：平日９時～１７時 

※ 土・日・祝休日はご利用いただけません。 

※ 上記に係わらず、１２月３１日、１月１日～３日、５月３日～５日はご利用いただけません。 

以上 


